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岩手沿岸南部広域環境組合規約 

 

平成１８年 ４月１４日   岩手県指令市町村第４７号  

改正 平成１９年 ３月２７日 岩手県指令市町村第１１６７号  

平成２４年１０月３０日        岩手県知事届出  

平成２５年１０月２９日        岩手県知事届出  

令和 ８年 １月１６日        岩手県知事届出 

 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は、岩手沿岸南部広域環境組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町及び住田町（以下「関係市

町」という。）をもって組織する。 

 （共同処理する事務） 

第３条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

に基づく事務のうち、次に掲げる事務を共同処理する。 

 ⑴ 関係市町の全区域を対象とする一般廃棄物（し尿を除く。以下同じ。）の処理

に関する計画の策定に関すること。 

 ⑵ 前号の計画に基づく一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を除く。）の設置、管理

及び運営に関すること。 

 ⑶ 一般廃棄物の中継運搬に関すること。 

 （事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、岩手県釜石市大字平田第３地割８１番地３に置く。 

 （議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、１３人とする。 

２ 組合議員は、次の区分により関係市町の議会において、それぞれの議会議員のう

ちから選挙する。 

  釜石市   ３人 

  大船渡市  ３人 

  陸前高田市 ３人 

  大槌町   ２人 

  住田町   ２人 



 

２ 

 （当選の通知及び当選人の報告） 

第６条 前条の選挙において当選人が決定したときは、当該議会の議長は、直ちに当

選人に当選の旨を通知し、かつ、当選人の住所、氏名、生年月日及び当選年月日を

当該関係市町の長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告を受けた関係市町の長は、その旨を組合管理者（以下「管理者」とい

う。）に報告しなければならない。 

 （組合議員の任期） 

第７条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。 

２ 組合議員が関係市町の議会議員の資格を失ったときは、その職を失う。 

 （議長及び副議長） 

第８条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙する。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （欠員の報告） 

第９条 組合議員が関係市町の議会議員の資格を失ったとき又は死亡したときは、当

該関係市町の長は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。 

 （補欠選挙） 

第１０条 組合議員に欠員を生じたときは、当該関係市町の議会において速やかに補

欠選挙を行なわなければならない。 

２ 前項の選挙において当選人が確定したときの報告は、第６条の規定を準用する。 

 （管理者及び副管理者） 

第１１条 組合に管理者１人及び副管理者４人を置く。 

２ 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから互選する。 

３ 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。 

４ 管理者は、組合に関する事務を処理し、組合を代表する。 

５ 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

 （会計管理者） 

第１２条 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、管理者が任命する。 

 （補助職員） 

第１３条 組合に職員を置き、管理者が任免する。 



 

３ 

２ 前項の職員の定数は、条例で定める。 

 （監査委員） 

第１４条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議

員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては４年

とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとす

る。 

４ 監査委員は、非常勤とする。 

 （経費の支弁方法） 

第１５条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。 

 ⑴ 関係市町の負担金 

 ⑵ 国県支出金 

 ⑶ 地方債 

 ⑷ 使用料、手数料及びその他の収入 

２ 前項第１号に規定する関係市町の負担金の負担割合については、別表のとおりと

する。ただし、臨時に要する経費については、その都度組合の議会の議決を経て管

理者が定める。 

 （補則） 

第１６条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

１ この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。 

２ 第３条第３号の規定は、同条第２号に規定する一般廃棄物処理施設による共同処

理を行うまでの間、適用しない。 

   附 則（平成１９年３月２７日岩手県指令市町村第１１６７号） 

 この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年１０月３０日岩手県知事届出） 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約による変更後の別表の規定は、平成２６年度以降の年度分の関係市町の



 

４ 

負担金の負担割合について適用し、平成２５年度分までの関係市町の負担金の負担

割合については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２５年１０月２９日岩手県知事届出） 

 この規約は、岩手県知事に届出をした日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約による変更後の別表の規定は、令和８年度以降の年度分の関係市町の負

担割合について適用し、令和７年度までの関係市町の負担金の負担割合については、

なお従前の例による。 

 

別表（第１５条関係） 

区    分 負  担  割  合 

第１５条第１項第１号

に規定する負担金 

⑴ 施設建設調査費 

  均等割  １００分の１０ 

  人口割  １００分の９０ 

   人口割は、当該年度の前年の３月３１日現在におけ

る住民基本台帳人口による。 

 

⑵ 施設建設費（前号に掲げるもの及び当該事業に充当す

べき国県支出金その他の収入を除く。）及び地方債の元利

償還金 

  均等割  １００分の１０ 

  利用割  １００分の９０ 

   利用割は、沿岸南部地域循環型社会形成推進地域計

画の平成２３年度の目標溶融対象量を基準にして定め

るものとする。ただし、実績と差が生じた場合は、別

に定めるものとする。 

 

⑶ 管理運営費 

  均等割  １００分の１０ 

  利用割  １００分の９０ 

   利用割は、当該年度の前々年の１０月１日から前年

の９月３０日までに処理された一般廃棄物の量を基準

にして定めるものとする。 



 

５ 

⑷ 中継運搬費 

  均等割  １００分の１０ 

  人口割  １００分の９０ 

   人口割は、当該年度の前年の３月３１日現在におけ

る住民基本台帳人口による。 

 

⑸ 建設改良費（第１号に掲げるもの及び当該事業に充当

すべき国県支出金その他の収入を除く。）及び地方債の元

利償還金 

  均等割  １００分の１０ 

  利用割  １００分の９０ 

   利用割は、平成２３年１０月から令和７年９月まで

に処理された一般廃棄物の量に岩手沿岸南部地域循環

型社会形成推進地域計画の令和７年度の令和７年１０

月から令和８年３月までの目標溶融対象量を加算した

総計を基準にして定めるものとする。ただし、実績と

差が生じた場合は、別に定めるものとする。 

 


